
18 文健送第 178 号

平成 30 年 10 月 3 日

各町会・自治会長 様

江戸川区長多田正見

（公印省略）

地域スポーツ振興者の推薦について（依頼）

平素より、地域スポーツの振興に特段のご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、今年度も各地区でスポーツ活動を支援する指導者・ボランティアの方々の日

頃の功労を称えるため「青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰式」を行います。

つきましては、貴町会・自治会における該当者を下記によりご推薦くださいますよ
うお願し＼申しあげます。なお、該当者がし＼らっしゃらない場合も推薦書にその旨記入

のうえお送りくださるようお願いします。

1. 推薦基準

2. 推薦人数

3. 推薦方法

4. 推薦書の提出先

記

別紙要綱及び基準参照

1 ～ 2名程度

別紙推薦書による

T132-8501 江戸川区文化共育部スポーツ振興課スポーツ係

※ 同封の返信用封筒をご利用ください。なお、推薦書については、
各事務所地域サービス係から庁内交換便を利用しでもお送りいただけます。
経費節約のため、ご協力お願いいたします。

（返信用封筒の宛名は健全育成課青少年係と記載されていますが、区役所に
直接お持ちいただく場合は、スポーツ振興課スポーツ係までお願いします）

5 推薦期限 平成 3 0 年 1 0 月 3 1 日（水）

※ 期日までに御推薦いただかない場合は、誠に勝手ながら
推薦者なしとさせていただきます。

6. 受賞者の決定について
選考委員会で審議のうえ決定いたします。決定しました受賞者については、

改めてご連絡いたします。

なお、表彰式は平成 3 1 年 2 月 1 3 日（水） 1 9 時に予定しています。

｛問合せ先】
江戸川区文化共育部 スポーツ振興課スポーツ係

担当：稲田 TEL 5662-1636 （直通）



（町会 ・ 自治会長用）

江戸川区地域スポーツ振興者表彰に係わる推薦基準

1. 目的

江戸川区において、地域スポーツ活動の指導、普及、環境整備を積極的に推

進している方々を表彰し、日頃の功労をたたえ、今後の活動のより 一層の充実

を図ることを目的とする。

2. 対象

(1) 地域スポーツグ、ルーフ。を指導、育成し、スポーツ活動の健全な普及発展

にボランティアとして、 4年以上活動している者

(2）自己の資力又は住居等の一部を提供して、地域スポーツ活動の振興に大

きく貢献している者

3. 基準

現職で、在職期聞が 4年以上の者。ただし、対象（2）の「自己の資力又は住

居の一部を提供して、地域スポーツの振興に貢献している者」については、年

数は関係ありません。

4. 欠格事項

次の各号のーに該当するときは、表彰されません。

(1) 既に「青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰」を受けた者

(2）既に青少年の育成またはスポーツの振興に関する功績により国・都又は

区から表彰を受けた者

(3）江戸川区青少年委員・江戸川区スポーツ推進委員

(4）職業又は職業に関連して活動している者

(5）少年野球等の指導者であっても、大会当日のみで日頃の指導にあたって

し、ない者

(6）江戸川区体育会役員、 － 体育会加盟の連盟役員及び指導者

(7）江戸川区地域スポーツ推進員として登録している者

(8）表彰の趣旨に反すると認められる者

5. 推薦方法

基準に該当する者を推薦書（様式－ 2 ）により推薦する0

6. 推薦基準日

推薦基準日は、該当年の 3 月末日とする。



（様式－ 2 地域スポーツ振興者用）

名前の記載は正式な

（記載例）
江戸川区青少年育成及び地域スポーツ振興者表

被表彰候補者推薦調書（地域スポーツ振興者用）
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活動内容（具体的に）

当初チーム人員 2 0 人で発足

ヘッドコーチとして就任

平成 1 41 4 月

平成 1 s 1 4 月
現在まで

麗麗 4 月
平成 1 5! 

現在まで

活動期間

チコ 週 2 回の練習で指導

監督として就任し、現在チーム人員 4 5 人に

なり、週 2 回の練習・試合を指導している。

地域スポーツ振興のため、江戸川区00町0丁目

。番に000dの私有地を提供して開放している

※プレイヤーを兼ねて’指導・世話をしている方は、

その活動内容を明確に記述してください。

から

監督

平成 1 4 年 4 月

末日現在まで（平成 3 1 年 3 月

O 推薦者による推薦理由

（例 1 ) 江戸川さんは少年たちの健全な育成に永年努力され、現在も週 2 回の私事を犠牲にして

1 7 年 0 ヶ月）

子どもたちのために練習や試合に尽力している。献身的なお骨折りをいただいております

ので、ここに推薦します。

（例 2) 江戸川さんは00地区にスポーツのできる広場がないため、ご自分の土地を提供されて

少年野球、子ども会、ママさんバレー等に現在活用されている。この功績は多大であります

ので、ここに推薦します。

上記のとおり推薦いたします。

平成 3 0 年 O月 00 日

推薦者

団体名 0 0 町会

住所 江戸川区00町0丁目 00番O号

氏名 会長 0 0 0 0 印 電話（0000) 0000 

江 戸 川区長殿



非該当事項一覧

〔青少年育成関係者〕

1. 既にこの表彰を受けた者

2. 既に青少年の育成又はスポーツの振興に関する功績により、国・都
または区から表彰を受けた者

3. 江戸川区青少年委員・江戸川区スポーツ推進委員

4. 職業又は職業に関連して活動している者

5. 表彰の趣旨に反すると認められるもの

〔地域スポーッ振興者〕

1. 既にこの表彰を受けた者

2. 既に青少年の育成又はスポーツの振興に関する功績により、国・都
または区から表彰を受けた者

3. 江戸川区青少年委員・江戸川区スポーツ推進委員

4. 職業又は職業に関連して活動している者

5. 表彰の趣旨に反すると認められるもの

6. 少年野球等の指導者であっても、大会当日のみで日頃の指導にあた
っていない者

7. 江戸川区体育会役員、体育会加盟の連盟役員及び指導者

8. 江戸川区地域スポーツ推進員として登録している者



江戸川区青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰要綱

平成 6 年11月 1 日施行

〔注〕平成23年 6 月から改正経過を注記した。

改正

平成20年 4 月 1 日施行

平成23年 6 月 13 日要綱第72号

平成24年 4 月 1 日要綱第16号

江戸川区青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰要綱

（目的）

第 1 条 この要綱は、青少年の育成並びに地域スポーツ活動の指導、普及及び環境整備に

寄与している者を表彰することにより 日頃の功労を称え、もって青少年の健全育成活動

及び地域スポーツの振興を図ることを目的とする。

（被表彰者）

第 2 条 表彰の対象者（以下「被表彰者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。

( 1 ) 青少年の育成に貢献している者で次のいずれかに該当するもの

ア 江戸川区青少年育成地区委員として、 4年以上活動している者

イ 子ども会育成者又は子ども会年少指導者の育成に携わる地域指導者として、 4年以

上活動している者

( 2) 地域スポーツの振興に貢献している者で次のいずれかに該当するもの

ア 地域スポーツグループを指導及び育成し、スポーツ活動の健全な普及発展にボラン

ティアとして、 4年以上活動している者

イ 自己の資力又は住居等の一部を提供して、地域スポーツ活動の振興に大きく貢献し

ている者

( 3) その他第 7 条に規定する選考委員会が特に必要と認めた者

（欠格事項）

第 3 条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

( 1 ) 既にこの要綱による表彰を受けた者

(2) 既に青少年の育成又はスポーツの振興に関する功績により国、都又は区から表彰を

受けた者
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( 3) 現に江戸川区青少年委員又は江戸川区スポーツ推進委員の任にある者

(4) 職業として、又は職業に関連して、青少年の健全育成活動並びにスポーツ及びレク

リエーション活動をしている者

( 5) その他表彰の趣旨に反すると認められる者

（表彰方法）

第 4 条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

（表彰の時期）

第 5条表彰は、年 1 回行うものとする。

（推薦者）

第 6 条 青少年の育成関係の表彰は、次の各号に掲げる者の推薦による。

( 1 ) 江戸川区青少年育成地区委員長

(2) 江戸川区子ども会連合会支部長

2 スポーツの振興関係の表彰は、次の各号に掲げる者の推薦による。

( 1 ) 区内の町会（自治会）長

(2) 江戸川区青少年育成地区委員長

3 区長は、特に必要と認める者を推薦することができる。

4 被表彰候補者（以下「候補者J という。）を推薦しようとするときは、推薦書により

区長へ提出する。

（選考委員会）

第 7 条被表彰者の選考に関し、選考委員会を置く。

2 選考委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

3 選考委員会は、推薦された候補者について審査し、その結果を区長に報告する。

4 選考委員会の構成は次の各号に掲げるものとする。

( 1 ) 副区長

( 2) 文化共育部長

( 3) 江戸川区青少年育成地区委員長会代表 1 名

(4) 江戸川区子ども会連合会代表 1 名

( 5) 江戸川区青少年委員会代表 1 名

(6) 江戸川区スポーツ推進委員会代表 1 名
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（被表彰者の決定及び通知）

第 8 条 区長は、前条第 3 項の規定により報告された候補者の中から被表彰者を決定する。

2 区長は、決定した被表彰者に対しては表彰決定通知を、推薦者に表彰可否決定通知を

送付する。

（様式）

第 9 条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

付則

1 この要綱は、平成 6 年11月 1 日から施行する。

2 この要綱の設置にともない江戸川区青少年育成活動推薦者表彰要綱、江戸川区地域ス

ポーツ振興者表彰要綱は廃止する。

付則（平成23年 6 月 13 日要綱第72号）

この要綱は、平成23年 6 月 13 日から施行し、同年 5 月 25 日から適用する。

付員lj （平成24年 4 月 1 日要綱第16号）

この要綱は、平成24年 4 月 1 日から施行する。
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